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平成 26 年度税財政等に関する提案 

全 国 知 事 会 

平成２５年１０月 

【総論】 

Ⅰ 地方分権改革の実現に不可欠な地方税財源の確保・充実 

政府は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三

本の矢」による経済政策（いわゆるアベノミクス）に一体的に取り組んでおり、我

が国経済は、緩やかに回復しつつある。しかし、地方では円安の進行に伴う原材料

費、エネルギーコストの高騰等もあり、地方の中小企業を取り巻く経済環境は依然

として厳しく、また、安定的な雇用も十分確保されているとは言えない。日本経済

及び地域経済を本格的な成長軌道に乗せ、デフレからの早期脱却と持続的な経済成

長を実現するためには、今後とも国と地方が連携・協力して、日本の再生に取り組

まなければならない。 

こうした中、政府は平成 25 年６月 14 日に閣議決定された「経済財政運営と改革

の基本方針」（以下「骨太の方針」という。）において、国・地方のプライマリー・

バランスについて、2015 年度までに 2010 年度に比べ赤字の対ＧＤＰ比の半減、2020

年度までに黒字化、その後の債務残高の対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すとし、

聖域を設けず、義務的経費も含めて踏み込んだ見直しを行い、財政の健全化を図る

としている。平成 25 年８月８日に閣議了解された「中期財政計画」では、地方財政

についても、国の歳出の見直しと基調を合わせることとされており、今後、地方交

付税総額や公共事業費などの削減について、厳しい議論が行われることが想定され

る。 

地方財政の健全化に向けた努力は、引き続き必要だが、地方が責任をもって地域

経済活性化・雇用対策はもとより、教育、医療、子育て支援や高齢者対策等の福祉、

安全、国土強靱化のための防災・減災事業などの施策を実施するためには、その基

盤となる地方税財政の安定が必要である。平成 26 年度においては、地域経済の動向

等を十分に踏まえ、地方単独事業を含めた社会保障関係費の増をはじめ、上記のよ

うな地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映し、安定的な財政運営に必要とな

る地方一般財源総額を確保することにより、地域経済対策等を十分講じられるよう

にすべきである。 

 

今後、子育て支援・尐子化対策や高齢者福祉の充実、地域経済の活性化など地方

の増大する役割に対応し、地方分権改革を実現していくためには、国と地方の税財

源配分を国と地方の役割分担に見合った形で見直すとともに、地方消費税の充実や

地方法人課税のあり方を見直すことにより税源の偏在性が小さく、税収が安定的な

地方税体系を構築することが必要である。 
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Ⅱ 税制抜本改革の推進 

１ 社会保障と税の一体改革 

社会保障と税の一体改革においては、今後も社会保障関係費の増加が続くと見込

まれる中、国の制度と地方単独事業それぞれのセーフティネットが組み合わさるこ

とによって、今後の社会保障制度全体が持続可能となることから、消費税・地方消

費税率を５％引上げるにあたり、地方分として 1.54％（うち地方消費税 1.2％、地

方交付税原資 0.34％）が確保されたところである。 

平成 25 年 10 月１日には、厳しい日本の財政状況や急速に進む尐子高齢化という

現状を踏まえて、引き続き、着実に経済状況の好転を図りつつ、平成 26 年４月には

消費税及び地方消費税率を引上げることが決定されたが、引上げに際しては、いわ

ゆる「逆進性」への対策をはじめ、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本

的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」（以下「消費税法改正法」

という。）において消費税率の引上げを踏まえて検討することとされた課題等につい

て、今後とも、国・地方が相互に協力し、検討を進める必要がある。 

具体的な検討にあたっては、以下の点を踏まえるべきである。 

（１）低所得者層に配慮した「逆進性」への対応 

消費税、地方消費税の引上げを行う際には、低所得者層ほど税負担が重く

なる「逆進性」が高まるとの指摘があることも踏まえて、十分な配慮が必要

である。今回実施される予定の簡素な給付措置は暫定的及び臨時的な措置で

あることから、今後、①所得税の税額控除と低所得者層への給付金を組み合

わせた「給付付き税額控除制度」等による緩和措置の導入、②食料品等の生

活必需品や特定のサービスへの軽減税率の導入、③その前提としての「イン

ボイス方式」の導入などについて、そのメリット・デメリットを広く国民に

明らかにした上で検討すべきである。 

なお、平成 25 年度与党税制改正大綱においては、「消費税率の 10％引き上

げ時に、軽減税率制度を導入することをめざす」とされているが、軽減税率

の導入については、検討を要する課題が多岐に渡るため、その導入時期につ

いては慎重に検討すべきである。また、実際に導入する際には、地方消費税

や地方交付税の総額が減尐することから、地方の社会保障財源に影響を与え

ることのないよう、地方税財源を確保する方策が同時に講じられるべきであ

る。 

（２）中小事業者への配慮 

取引上不利な地位にある中小事業者において、消費税・地方消費税の円滑

かつ適正な転嫁に支障が生ずることのないよう、「消費税の円滑かつ適正な転

嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置

法」に基づき、下請事業者に対する不公正な取引の取締りや監視の強化など

の対策を確実に実施すべきである。 

（３）地方消費税収と社会保障給付水準のかい離の調整 

地方消費税は地域間の税収の偏在性の小さい税ではあるものの、各団体の

地方消費税収と社会保障給付の水準は一致しないことから、「消費税収の社会

保障財源化」の趣旨を踏まえ、三位一体改革時の取扱いを参考に、引上げ分

の地方消費税について基準財政収入額への算入率を大幅に高めるとともに、
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引上げ分の消費税収を充てることとされている社会保障制度の機能強化や機

能維持等に係る地方負担については、その全額を基準財政需要額に算入する

ことを検討すべきである。 

（４）「人口」を重視した地方消費税の清算基準の検討 

地方消費税については、税の最終負担者である消費者が消費を行った地域

と税収の最終的な帰属地を一致させるために、各都道府県間において清算を

行っている。社会保障財源を確保するため地方消費税を引き上げる経緯にも

鑑み、清算基準である「消費に相当する額」について、小売年間販売額やサ

ービス業対個人事業収入額、新たに導入される経済センサスによっては正確

に都道府県別の最終消費を把握できない場合に、消費代替指標として「人口」

を用いること等により、算定における「人口」の比率を高める方向で見直す

ことを検討すべきである。 

（５）地方法人特別税の抜本的な見直し 

地方法人特別税は、あくまで暫定的な措置として導入されたものであり、

税制抜本改革による地方消費税の引上げ等により、地域間の偏在性が小さく

安定性の高い地方税体系の確立を図るとともに、それに対応して、その廃止

等を図ることを基本として検討すべきである。 

（６）税源の偏在性の是正 

税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を

見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずるべきである。 

地方消費税は地方法人課税などと比べ地域間の税収の偏在性が比較的小さ

い税ではあるものの、一人当たり税収で最大２倍の格差が存在していること、

さらに、不交付団体には社会保障給付支出の増加額を上回る地方消費税の増

収が生じる一方、交付団体については、これが地方交付税の振替である臨時

財政対策債の減尐により相殺されることになる結果、不交付団体と交付団体

の間の財政力格差がさらに拡大するといった課題が生ずる。そのため、今後

も地方分権改革を進め、地方税源の更なる充実を実現していくためには、税

源の偏在是正策を講じることが必要不可欠である。 

このため、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を図る観点か

ら、まずは、偏在性が小さく税収が安定的な消費税と偏在性が大きく税収が

景気に左右されやすい地方法人課税との税源交換などについて検討すべきで

ある。 

さらに、ナショナルミニマムを上回る部分に対応する地方共通の財源を確

保するための地方共同税や、地域間の財政力格差に対処するため、地方交付

税の機能強化を図る地方共有税（地方交付税の特会直入化など）などについ

ても、今後、検討すべきである。 

（７）社会保障・税番号制度の効果的・効率的な整備 

社会保障・税番号制度の今後の具体的な制度設計にあたっては、適切な個

人情報保護方策を講じた上で、効果的・効率的な整備・運用となるように努

め、民間活用の実現に向けた検討を進めるとともに、番号制度が国家的な情

報基盤であることを踏まえ、原則として国の負担により整備を進め、地方に

新たな経費負担が生じることがないようにすべきである。 
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２ 自動車関係税制の見直し 

（１）自動車取得税の見直し 

自動車取得税については、平成 25 年度与党税制改正大綱において、消費税

８％の段階でエコカー減税の拡充などグリーン化を強化し、消費税 10％の時

点で廃止する方向で改革を行うことは明記する一方、その代替財源について

は、消費税 10％段階で自動車税において新たな課税を実施するなど、地方財

政へは影響を及ぼさないとの方向が示されているものの、その具体的な措置

が明記されていない。 

自動車取得税は、道路特定財源として創設され、平成 21 年度に一般財源

化された以降も、それを大きく上回る道路の維持・整備費の貴重な財源とな

っており、道路や橋梁、トンネルなどの老朽化に対する安全確保が求められ

る今日、都道府県及び市町村の重要税源として不可欠なものとなっている。 

平成 26 年度税制改正に向けた検討にあたっては、地方団体の意見を十分

踏まえ、都道府県及び市町村に減収が生ずることのないよう、安定的な代替

税財源の確保と自動車取得税の廃止を同時に実施すべきである。 

（２）自動車税等の見直し 

自動車税及び軽自動車税の見直しにあたっては、グリーン化の推進の観点

に加え、これらの税が地方の主要税源であり、見直しによる地方財政への影

響が大きいこと及び平成 25 年度与党税制改正大綱においても、自動車取得税

の抜本的改革にあたり、消費税 10％段階で自動車税において、環境性能等に

応じた課税を実施することとし、他に確保した安定的な財源と合わせて、地

方財政へは影響を及ぼさないとされていることとの関係等を十分に踏まえ

て、検討を進めるべきである。 

３ 地球温暖化対策のための財源の確保 

平成 25 年度与党税制改正大綱において、「森林吸収源対策及び地方の地球温暖化

対策に関する財源の確保について早急に総合的な検討を行う」とされたことを踏ま

え、今後の検討にあたっては、地球温暖化対策に地方公共団体が果たす役割を適切

に反映させる制度として、地球温暖化対策のための税の使途を森林吸収源対策にも

拡大するとともに、その一部を地方の役割等に応じた税財源として確保する仕組み

を構築すべきである。 

４ 成長戦略の展開による地方財政への影響 

 成長戦略に基づく設備投資減税等が政府・与党において取りまとめられ、また与

党税制改正大綱（平成 25 年 10 月１日）においては、法人実効税率の在り方につい

て、今後、速やかに検討を開始するとされているところであるが、地方法人課税の

税率引下げは地方財政に深刻な影響を与えるものであり、また、国税である法人税

についても、その一定割合が交付税原資であるほか、法人住民税法人税割の課税標

準でもあり、また法人事業税についても所得割の課税標準である所得等が法人税の

所得の計算の例により算定されることから、その軽減による地方財政への影響が懸

念されるところである。 

 このため、成長戦略に基づく投資減税や国・地方を通じた法人実効税率の引下げ

の検討等を行う場合には、政策減税の大幅な見直しによる課税ベースの拡大や、他

税目での増収策による代替措置により、必要な地方税財源を確保することも併せて
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検討し、地方の歳入に影響を与えることのないようにすべきである。 

 

Ⅲ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保 

１ 一般財源総額の確保 

偏在性の小さい地方税体系の構築を目指したとしても、地域間の財政力格差を解

消することはできず、地方税源の充実に伴い地方交付税の役割は一層重要なものと

なる。 

 かつて、三位一体の改革として地方交付税総額が大幅に削減されたことが、地方

財政の危機に直結し、その後の地方の疲弊につながった。国の行政改革の取組みが

不十分な中で、地方はこれまで、国を上回る徹底した行政改革に努めており、地方

財政計画の策定にあたっては、これまでの地方の自主的な行革努力を十分踏まえる

べきである。 

平成26年度においても、東日本大震災の復興財源は別枠扱いとした上で、地域経

済の動向等も十分に踏まえ、地域経済の活性化や雇用・就業促進のため地方団体が

地域の実情に沿った対応が可能となるよう歳出特別枠を堅持するとともに、地方単

独事業を含め、高齢化等の進展に伴い増嵩する地方の社会保障関係費の財源や臨時

財政対策債の償還財源などを地方財政計画に的確に反映し、地方の安定的な財政運

営に必要な一般財源総額を確保すべきである。 

特に、地方交付税については、成長力の違いにより地域間格差が拡大する虞があ

る中、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されることが経

済効果を地域の隅々に波及させるために必要であり、その総額を確保するとともに、

法定率の引上げを含めた抜本的な見直しを検討し、特例措置に依存しない持続可能

な制度の確立を目指すべきである。 

あわせて以下の取組みを進める必要がある。 

（１）中期財政計画に基づく一般財源総額の確保 

「中期財政計画」においては、地方財政について、国の歳出の見直しと基調を

合わせつつ、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額につい

ては、平成26年度及び平成27年度において、平成25年度地方財政計画の水準を下

回らないよう実質的に同水準を確保するとの方針が明記された。 

一方、今後の予算編成においては、「中期財政計画」において、国・地方を合

わせた基礎的財政収支について、2015年度までに2010年度に比べ赤字の対GDP比半

減を目指すなどとされていることから、地方財政について、大変厳しい議論が行

われることが見込まれる。 

平成26年度地方財政計画策定にあたっては、社会保障と税の一体改革の実施に

よる引上げ分の消費税収を充てることとされている社会保障の充実や消費税率引

上げに伴う社会保障支出の増に係る地方負担の増はもとより、地方の社会保障関

係費の自然増及び社会保障支出以外の経費の消費税率引上げに伴う歳出の増につ

いて、地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映すべきである。 

地方が、地域経済の活性化、雇用対策、教育、医療、子育て支援や高齢者対策

等の福祉、安全、国土強靱化のための防災・減災等の行政サービスを十分に担え

るよう、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保すべきである。 
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（２）歳出特別枠の堅持 

「骨太の方針」及び「中期財政計画」において、地方財政については、国の歳

出の見直しと基調を合わせることとされており、特に、リーマンショック後に創

設された地域経済の活性化や雇用対策のための歳出特別枠などを、経済再生に合

わせ、削減する必要があるとされている。我が国経済は緩やかに回復しつつある

ものの、地方の中小企業を取り巻く経済環境は依然として厳しく、安定的な雇用

も十分確保されていないことから、これらの財政需要について地方財政計画に十

分措置すべきであること、また、そもそも地方が国の法令等により義務的に実施

する事業や住民生活を守るために必要な地方単独事業について同様に明確に措置

すべきであることから、これらの措置がなされるまでの間は、地方が責任をもっ

て地域の活性化の取組みを実施するための財政措置を堅持すべきである。 

（３）地方公務員給与の取扱い 

地方公務員給与費については、平成 25 年度地方財政計画において、平成 25 年

７月から９ヶ月間、国家公務員と同様の給与削減が実施されることを前提に地

方公務員給与費約 8,500 億円（義務教育費国庫負担金等約 650 億円を含む。）

が削減され、平成 25 年３月に地方交付税法が改正された。 

地方の行革努力を適切に評価せず、地方の固有財源を国の政策目的を達成する

手段として活用することは極めて不適切であり、地域経済再生に向けた取組みを

国・地方一丸となって進める必要がある中で、地域の消費腰折れを回避しなけれ

ばならないとの観点からも、平成 26 年度以降は二度と行うべきではない。 

（４）臨時財政対策債の縮減と償還財源の確保 

累増する臨時財政対策債については、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、

臨時財政対策債の廃止や地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な改革等を

行うべきである。また、その償還額が累増していることを踏まえ、発行額の縮減

に努めるとともに、償還財源を確実に確保すべきである。 

（５）地方交付税における「頑張る地方」の支援 

「骨太の方針」の中で、地方交付税において、新たに、地域経済の活性化に資

する算定を行革努力と地域経済活性化の成果の２つの観点から行うこととし、「頑

張る地方」を息長く支援するため一定期間継続するとされている。具体的な制度

設計に際しては、地方交付税が地方固有の財源であることを十分踏まえ、地方の

安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保し、地方交付税の有する財源保

障・財源調整機能を堅持した上で、国による政策誘導とならないよう、地域の実

情等に応じた行革等の実績を的確に反映できる指標を用いるなど、地方が自主努

力により取り組む行政改革や産業育成等の施策を支援する仕組みとすべきである。 

（６）東日本大震災からの復興への対応 

東日本大震災からの復興事業については、平成27年度までの集中復興期間にお

ける復旧・復興事業の規模と財源を見直し、震災復興特別交付税などの財源確保

が図られたが、今般、国の経済対策として、復興特別法人税の１年前倒しでの廃

止について検討されることになった。東日本大震災からの復興事業が遅滞するこ

とはあってはならず、仮に実施する場合には、国の責任において新たな代替財源

を確保し、復旧・復興事業が着実に実施されるよう、必要な地方の復旧・復興事

業費及び財源について、通常収支と別枠で確実に確保すべきである。 
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２ 経済状況の好転に向けた取組み 

消費税率及び地方消費税率の引上げについては、先般、法定どおり平成 26 年４月

から８%へ引き上げられることが決定され、併せて、景気の下振れリスクへの対応策

として経済対策が取りまとめられたところである。平成 26 年度においては、消費税

率の引上げによる駆け込み需要の反動など、経済への一定の影響が懸念されること

から、平成 27 年 10 月の引上げに向けて、引き続き確実な成長軌道に乗せていくこ

とが重要である。 

したがって、地方まで十分波及していないアベノミクス効果を波及させることで、

地域経済の底上げが図られるよう、地方にも実効性のある経済対策を講じるととも

に、平成 26 年度及び 27 年度の地方財政計画の策定にあたっては、地方団体による

地域の活性化、景気・雇用対策とその積み重ねが日本経済に大きく貢献しているこ

とを踏まえ、地方が地域経済対策を十分講じられるよう、必要な地方一般財源総額

を確保すべきである。 

あわせて、東日本大震災を教訓として緊急に実施すべき即効性のある防災、減災

等のための事業について、地域の防災力を強化するための施設の整備、災害に強い

まちづくりのための事業等に係る地方単独事業に係る「緊急防災・減災事業費」も

含め、必要な総額を確保した上でできる限り速やかに実施するとともに、首都機能

のバックアップを担う交流圏の形成や日本海国土軸及び太平洋新国土軸をはじめと

した多重・分散型国土軸の形成など、国土構造の変革による災害に強い国土づくり

のためのインフラ整備を積極的に進めるべきである。 

３ 基金事業等の取扱い 

現在の緩やかな景気回復傾向を確かなものとし、地域経済を復調させるためには、

引き続き、財政的な下支えが必要であり、地方においては、安定的な雇用が十分に

確保されていない状況であること等に鑑み、今年度で期限切れとなる緊急雇用創出

臨時特例基金はもとより、森林整備加速化・林業再生基金や地域医療再生基金など

既に設置されている基金についても、これらの基金が地域の経済、産業、雇用など

を下支えする効果があることを踏まえ、基金事業の進捗などに応じ、必要なものは

基金を増額し、事業期間も延長するとともに、地方の裁量による主体的かつ弾力的

な取組みが可能となるよう、要件の見直しを行うべきである。 

あわせて、人口減尐社会にあって、地域が有する多様な資源を有効に活用して産

業振興と雇用の創出を図り、地域経済を再生させるためには、地域産業を支える人

づくりが急務となっているという認識に立って、地方が地域経済再生の核となる人

づくりを強力に推進できるよう、人材育成強化のための基金を新たに創設すべきで

ある。さらに、女性の活躍促進による経済の活性化や、男女ともに働き暮らしやす

い社会の実現に向けて日本の未来を創る女性の活躍を応援するための基金も創設す

べきである。 

また、経済活動の縮小や社会保障負担の増大など、近い将来国家的な危機を招き

かねない尐子化の進行を食い止めるために、地方が地域の実情に応じて進めている

独自の取り組みを加速化し、創意工夫を活かした総合的な尐子化対策を展開できる

よう、自由度の高い基金を創設すべきである。 
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Ⅳ 課税自主権の活用等 

１ 課税自主権の積極的な活用 

課税自主権は、憲法によって保障された極めて重要な権利であり、厳しい地方財

政事情を踏まえて、独自の財源確保や地域における特定政策実現のため、その積極

的な活用が求められる。 

地方分権改革を進めていく上で、自治体運営の自由度をより一層高めていく必要

があり、地域の特色、事情等を踏まえた地方団体の創意工夫を活かすためにも、住

民の理解を得ながら、課税自主権のさらなる活用、拡充に取り組むべきである｡ 

他方、課税自主権の発揮によって地方税源を量的に拡充することには、国・地方

を通じ主要な税源が法定税目とされていることから自ずと限界があり、例えば地方

の社会保障財源など歳出の基本を賄う手段としてはふさわしくないことに留意する

必要がある。 

２ 課税自主権の拡大をはじめとする地方の自由度の拡大に向けた検討 

神奈川県臨時特例企業税条例を違法・無効とした平成 25 年３月の最高裁判決は、

地方の課税自主権があまりに狭い範囲に止まっていることを示したものである。現

在の法律では、地方分権の推進や課税自主権の積極的な活用を図ることが困難と言

わざるを得ない。 

この判決の補足意見では、地方自治体が法定外税を創設することの困難性が示さ

れ、「国政レベルにおける立法推進に努めるほかない」と指摘されたことを踏まえ、

地方の課税自主権の拡大を制度的に保障するため、関係法令の見直しの検討を進め

るべきである。 

 その観点からも、平成 24 年度税制改正において導入された「地域決定型地方税制

特例措置」については、地方の自主性を尊重するため、地域の実情に応じて適用の

拡大を図る方向で検討することが適当である。 

 

Ⅴ 国と地方の協議の場における意見の反映 

国と地方公共団体との役割分担に関する事項、地方行政、地方財政、地方税制そ

の他の地方自治に関する事項等については、法定化された「国と地方の協議の場」

における協議項目とされている。平成 26 年度地方財政対策や税制改正等についても、

「国と地方の協議の場」の議題とするとともに、「地方税財政分科会（仮称）」を設

置し、地方の意見を適切に反映すべきである。 

 

【各論】 

Ⅰ 地方税制度（個別税目）の見直し等 

１ 個人住民税の充実確保 

個人住民税は「地域社会の会費」として住民がその能力に応じ広く負担を分任

するという性格を有している。所得税から個人住民税への３兆円の税源移譲によ

り、従前にも増して地方の基幹税目として重要なものとなっていることを踏ま

え、新たな税額控除の導入は厳に慎むとともに、生命保険料控除等の政策誘導的

な控除の見直しを行うなど課税ベースの拡大に努めるべきである。 
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２ 地方法人課税の堅持及び外形標準課税制度の拡充等 

地方法人課税は、法人の事業活動を支える地方団体からの様々な行政サービス

等に対して法人が応分の負担をするという大原則に基づくものであり、地方団体

の重要な財源である地方法人課税についての安易な縮減などの議論は受け入れら

れるものではない。 

また、景気動向に配慮しつつ、法人事業税の応益課税としての性格の明確化や

税収の安定化の観点から、対象法人の資本金要件の見直しや付加価値割の拡大、

課税標準である「資本金等の額」の企業実態の適切な反映など、外形標準課税制

度の拡充・見直しを検討すべきである。 

３ 法人事業税における収入金額課税制度の堅持 

電気供給業、ガス供給業などに対する収入金額課税は、受益に応じた負担を求

める課税方式として、長年にわたり外形課税として定着し、地方税収の安定化に

も大きく貢献していることから、現行制度を堅持すること。 

４ 日本銀行の国庫納付金の課税対象化 

日本銀行の国庫納付金相当額を法人関係税の課税対象とすること。 

５ 社会保険診療報酬に係る課税特別措置の見直し 

事業税における社会保険診療報酬に係る課税の特別措置の見直し（所得計算の 

特例及び医療法人に対する軽減税率の適用の撤廃）を行うこと。 

６ 個人事業税の課税の仕組みの見直し 

  個人事業税については、多様化する事業形態に対応して、課税の公平性を確保

し、分かりやすい税制とするため、現行の課税対象業種の限定列挙方式の見直し

など、課税の仕組みを抜本的に検討すること。 

７ 不動産取得税の特例措置の見直し 

  不動産取得税については、都道府県の貴重な財源であることから、標準税率引

き下げの特例措置等を見直し、その安定的確保を図ること。 

８ たばこ税の税率引上げと地方分の確保 

国民の健康保持の観点からたばこの消費を抑制するため、たばこ税の税率を引

き上げる際には、国と地方のたばこ税の割合が従来から１：１であることに十分

留意し、引き続き、地方分の財源を堅持すること。 

９ 固定資産税の安定的確保 

固定資産税については、地方団体の重要な基幹税目であることから、厳しい地

方団体の財政状況を踏まえ、様々な軽減措置を見直すことなどにより、その安定

的確保を図ること。また、償却資産に係る固定資産税については、償却資産の保

有と市町村の行政サービスとの受益関係に着目して課するものとして定着してお

り、創意工夫により地域活性化に取り組んでいる市町村の貴重な自主財源を、国

の経済対策のために削減するようなことはすべきではなく、現行制度を堅持する

こと。 

10 ゴルフ場利用税の堅持 

 ゴルフ場利用税は、道路や上下水道、廃棄物処理等の地方団体が供給する行政

サービスに対して、受益に着目した税負担を求めるものであり、ゴルフ場所在地

における財政需要を賄う重要な財源であることから、厳しい地方団体の財政状況
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を踏まえ、堅持すること。 

11 航空機燃料譲与税の安定的確保 

 航空機燃料税の税率の引き下げ措置を延長する場合にあっては、航空機燃料譲

与税は空港所在地における財政需要を賄う重要な財源であることから、厳しい地

方団体の財政状況を踏まえ、その譲与割合の引き上げ措置も延長のうえ、その安

定的確保を図ること。 

 12 地方独立行政法人に対する特例措置や非課税措置の拡充 

  地方独立行政法人の業務に博物館等が追加されることに伴い、博物館等の運営

を行う地方独立行政法人に対して寄附金等を支出した場合にも、試験研究や病院

事業等を行う地方独立行政法人と同様に課税標準の特例を適用すること。 

  また、地方独立行政法人の設立や合併にあたっては、国税の取り扱いと同様に、

移行型・新設型などを問わず全ての設立形態に係る地方独立行政法人の不動産取

得税や固定資産税等を非課税とすること。 

 

Ⅱ 地方交付税制度の見直し等 

１ 地方財政計画における財源不足額の適切な算定 

地方財政計画上、地方交付税の算定基礎となる財源不足については、増嵩する

社会保障関係費のほか、地域経済を取り巻く環境が極めて厳しい中、「日本再興戦

略」を踏まえた諸課題への対応などの歳出を確実に積み上げるとともに、経済情

勢を的確に踏まえて税収額を見込むなど、適切に算定すること。 

２ 義務的経費の交付税算入不足の解消 

警察官や教員の給与費等の義務的経費について、基準財政需要額が決算額を下

回る算入不足を解消するよう基準財政需要額を適切に積み上げること。 

３ 地方単独事業に対する確実な財源措置 

  近年、社会保障関係費が増加する一方、地方単独経費は抑制されているが、地

方の厳しい経済雇用情勢を踏まえ、自主的な施策に必要な経費を適切に措置する

ため、尐子高齢化の進展に伴い増加する社会保障に係る地方単独事業はもとより、

それ以外の地方単独事業についても適切に財政需要を積み上げ、所要額の確保を

図ること。 

４ 地域の実情に応じた適切な財政需要の確保 

社会資本整備の地域間格差や、条件不利地域、大都市といった多様な条件を抱

える地方公共団体の実情を踏まえ、必要となる投資的事業等の財政需要を適切に

確保すること。 

５ 超過負担の解消 

本来の負担割合を超えて地方が多額の負担を強いられている特定疾患治療研究

事業などの地方の超過負担については、必要な法整備や所要の国費の確保を行う

ことなどにより、速やかに解消を図ること。 

６ 第三セクター等改革推進債の延長 

今年度までの時限措置である第三セクター等改革推進債について、改革に着手

しているものの、関係者との権利関係の調整等に時間を要しているものがあるこ

と等を踏まえ、一定期間延長するとともに、償還年限等の発行条件の弾力的な運
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用に配慮すること。 

７ 公共施設等の解体撤去に対する財政措置 

公共施設等の老朽化や人口減尐に伴う利用需要の変化を踏まえ、地方公共団体

が保有する施設の適正な管理を推進するために計画的に実施する公共施設等の解

体撤去について、地方債の対象とするなど財政措置を講ずること。 

 


